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第1章
押印義務の見直し



■�令和2年総務省令第132号　公職選挙法施行規則の一部を
改正する省令／令和2年総務省令第130号　日本国憲法の
改正手続に関する法律施行規則の一部を改正する省令� �
（令和3年1月1日施行）

　押印義務の見直し

〇公職選挙法施行規則の一部改正
別記押印欄の廃止
　別記様式のうち、立候補の届出等の国民等が行政機関等に対して行
う申請等に係る様式について、押印欄を削除することとされた。

本人確認書類の提示
　押印欄を削除することとされた様式のうち、別の書類に添付するこ
ととされている書類に係る様式を除き、届出の際に本人確認書類の提
示等を行う旨等の備考を追加された。

〇日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の一部改正
　別記第65号様式中「印」を削り、同様式に備考として次のように加える。

備考　政党その他の政治団体の代表者本人が届け出る場合にあっては
本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあって
は委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提
出を行うこと。ただし、政党その他の政治団体の代表者本人の署名そ
の他の措置がある場合はこの限りではない。
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［1］背景、成立に至る経緯
　政府全体として法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して

押印を求めている行政手続について、「経済財政運営と改革の基本

方針2020（令和 2 年 7月17日閣議決定）」、及び「規制改革実施

計画（令和 2 年 7月17日閣議決定）」に基づいて、規制改革推進

会議が提示する基準に照らして必要な検討が行われた結果、公職

選挙法施行規則（昭和25年総理府令第13号）により規定されてい

る押印義務が求められる申請等の手続について、別記様式の改正

が行われた。

［2］改正の概要
〇� 立候補の届出時の押印義務を廃止。届出者にとって最も簡便な
方法での届出が可能に

　これまでは立候補届出書類等を受理するにあたって、その真正性

を確認するために一律に書面への記名押印を求めていたが、今回

の改正では記名押印の義務付けを廃止し、1.又は2.のいずれかの

方法によって届出書類等の真正性を確認できるようになった。

1.� 届出等の名義人（候補者、政党その他の政治団体の代表者、

出納責任者等）本人の本人確認書類の提示又は提出をする

2.� 代理人が届け出る場合には、委任状の提示又は提出及び当該

代理人の本人確認書類の提示又は提出をする
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条第 7 項）。したがって、今回の改正によって候補者等がすること

ができる政見放送の回数に影響はない。
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第5章
選挙事務関係者の 

住所告示の見直しなど



■�令和4年政令第172号、令和4年総務省令第32号　公職選
挙法施行令の一部を改正する政令及び公職選挙法施行規則
の一部を改正する省令（ともに令和4年4月6日施行）

　選挙事務関係者の住所告示の見直しなど

［1］背景、成立に至る経緯
　最近における物価の変動等に鑑み、衆議院議員及び参議院議員

の選挙における選挙運動に関し、選挙運動用自動車の使用及び選

挙運動用通常葉書等の作成の公営に要する経費の限度額を引き上

げるとともに、投票管理者等を選任した場合にこれらの者の住所の

一部の告示について定めることを目的に行われた。

［2］改正の概要
（1�）選挙事務関係者の住所の一部の告示（公職選挙法施行令第
25条、第68条及び第81条関係）

　選挙管理委員会が投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分

会長又はこれらの職務代理者（以下、選挙事務関係者）を選任し

た場合は、住所と氏名を告示しなければならない。ここで告示すべ

き「住所」については、これまで住所の一部のみ（市区町村名の

みなど）とすることはできないと解されていた。このため、住所の全

部を告示することにより、プライバシーを侵害されることへの不安か

ら、投票管理者への選任を断られるケースが報告されていた。これ

を受けて、「令和 3 年の地方分権改革に関する提案募集」では、
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告示事項を見直すよう提案がなされていた。こうした提案などを踏ま

え、選挙管理委員会が選挙事務関係者を選任した場合の住所の告

示について、住所を全部告示することに支障があると認めるときは、

当該住所の一部の告示をもって代えることができることとされた。「住

所を全部告示することに支障があると認めるとき」とは、具体的に

は次のようなときを指すと考えられる。

・�住所の全部を告示することにより、選挙事務関係者の安全やプラ

イバシーが不当に侵害されるおそれがあるとき

・�選挙事務関係者が住所の全部の告示に不安や懸念を感じており、

住所の全部を告示することが事務の円滑な執行の妨げとなるとき

　また、「住所の一部」とする場合には、住所の市区町村まで（指

定都市は行政区まで）とすることが適当である。ただし、地方公共

団体の議会の議員及び長の選挙においては、選挙区の大きさ等に

応じて住所の町字までとするなど、地域の実情を勘案して判断する

ことが適当であろう。

（2�）病院の不在者投票管理者の職務代理者となる者の要件（公
職選挙法施行令第55条第 9 項関係）

　不在者投票管理者は不在者投票事務に従事する者を指揮監督

し、不在者投票事務全般を管理執行する役目を担う。病院を不在

者投票施設として指定する場合は、病院の院長を不在者投票管理

者とすることとされており（公職選挙法施行令第55条第 2 項）、こ
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名簿に署名できないときではないのに代筆を行った場合には、罰

則の適用がある旨の記載が追加された。

（3）その他
　改正規則の施行の際、現にある改正規則による改正前の様式

（旧様式）により使用されている書類は、改正規則による改正後の

様式によるものとみなすこととされた（改正規則附則第 2 条第 1 項

関係）。

　また、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを

取り繕って使用することができるものとされた（改正規則附則第 2

条第 2 項関係）。
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第10章
請負禁止の範囲の 

明確化・緩和、災害等の 
場合の議会の招集日の変更



■�令和4年法律第101号　地方自治法の一部を改正する法律
（請負禁止の範囲の明確化・緩和：令和5年3月1日施行／災
害等の場合の議会の招集日の変更：令和4年12月16日施行）

　請負禁止の範囲の明確化・緩和、災害等の場合の議
会の招集日の変更

［1］背景、成立に至る経緯
　人口減少と少子高齢化を背景に、地方議会の議員の構成におけ

る多様性の欠如と担い手（議員のなり手）不足が大きな課題となっ

ている。特に改正前の地方自治法第92条の 2 において定められて

いた「議員の地方公共団体に対する請負禁止」については、禁止

の対象が単に「請負」とのみ規定されており、その請負の範囲が条

文上で明確でないことから、立候補する者の懸念材料となっており、

これが議員の担い手不足の一因となっていることが指摘されていた。

また、改正前の地方自治法では大規模災害発生時など議員の応召

が困難な事案が発生した場合の対応が明らかでないこと（行政実

例では告示後の開会日の変更ができないとされていたこと）につい

ても懸念されており、「招集日の変更を可能にすべきではないか」と

の意見が出ていた。

　そこで政府の第32次地方制度調査会において地方議会に関する

議論が行われ、令和 2 年 6月26日に「2040年頃から逆算し顕在

化する諸課題に対応するために必要な地方行政体制のあり方等に

関する答申」として取りまとめられた。その後、第33次同調査会で
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も議論が重ねられ、令和 4 年12月28日に「多様な人材が参画し住

民に開かれた地方議会の実現に向けた対応方策に関する答申」が

取りまとめられた。一方、自由民主党では平成31年 3月に「地方

議会の課題に関するプロジェクトチーム」を設置して地方議会を巡

る課題について議論が行われ、令和 3 年 4 月 7 日に「令和時代に

ふさわしい地方議会・議員のあり方についての提言」が取りまとめ

られた。この提言の中で「国会、政党において取り組む事項」とさ

れた事項の一部について、令和 4 年の第210回国会で議員立法と

して提出され、地方自治法の一部を改正する法律が成立したもので

ある。

［2］改正の概要
（1）請負禁止の範囲の明確化・緩和（地方自治法第92条の 2関係）

・改正法による改正後の地方自治法（下線部は改正箇所）
第�九十二条の二　普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公
共団体に対し請負（業として行う工事の完成若しくは作業その他の
役務の給付又は物件の納入その他の取引で当該普通地方公共団体が
対価の支払をすべきものをいう。以下この条、第百四十二条、第
百八十条の五第六項及び第二百五十二条の二十八第三項第十号にお
いて同じ。）をする者（各会計年度において支払を受ける当該請負
の対価の総額が普通地方公共団体の議会の適正な運営の確保のため
の環境の整備を図る観点から政令で定める額を超えない者を除く。）
及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社
員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、
支配人及び清算人たることができない。

� 111

第10章　請負禁止の範囲の明確化・緩和、災害等の場合の議会の招集日の変更


